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社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

令和７年度  第１回 理事会議事録 

 

１ 開催年月日  令和７年４月３０日（水） 

午後２時０３分～午後３時００分 

 

２ 開 催 場 所  地域福祉センターかしのき苑 ２階ふれあい大ホール 

 

３ 出 席 者  理 事 総 数 １２名 

出席理事数  ９名 

理事 檀上幸裕 早樫一男 岩前良幸 松岡順子 

  岡田敦子 長谷川悟 西田邦子 古海りえ子 

 島田茂   

         監 事 総 数 ２名 

         出 席 監 事 ２名 

            監事 池田昌遠 川井治孝 

 

４ 欠 席 者  林徹 山本正來 山澤知子  

 

５ 決議に特別の利害関係を有する理事  該当者なし 

 

６ 議 題 

（１）決議事項 

第１号議案  理事における知識経験者の推薦について 

第２号議案  理事における知識経験者の推薦について 

第３号議案  理事における知識経験者の推薦について 

第４号議案  理事における知識経験者の推薦について 

第５号議案 理事における知識経験者の推薦について 

第６号議案 理事における知識経験者の推薦について 

第７号議案 理事における知識経験者の推薦について 

第８号議案 任期満了に伴う顧問の選任について 

（２）諸報告 

 

７ 議事の経過要領及び議案議決の結果 

定刻に至り、定款第３０条の規定により議長に檀上理事が選任され、議長は

定款第３１条第１項に定める定足数を満たしていることを確認し、議事に入

った。 

 

第１号議案 理事における知識経験者の推薦について 

事務局長より、令和７年度定時評議員会終結の日（令和７年６月予定）をも

って本会理事の任期が満了することに伴い、役員選出規程第１条第１項によ
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り、次期理事における知識経験者として、議案資料「理事における知識経験

者の被推薦者名簿（案）」に基づき、理事候補者山本正來氏の経歴について説

明があった。 

以上の説明を受け、第１号議案について質疑をおこなったところ、質問が 

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。  

 

第２号議案 理事における知識経験者の推薦について 

事務局長より、令和７年度定時評議員会終結の日（令和７年６月予定）をも

って本会理事の任期が満了することに伴い、役員選出規程第１条第１項によ

り、次期理事における知識経験者として、議案資料「理事における知識経験

者の被推薦者名簿（案）」に基づき、理事候補者岡田敦子氏の経歴について説

明があった。 

岡田理事に関する議案のため岡田理事退出。 

以上の説明を受け、第２号議案について質疑をおこなったところ、質問が 

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

岡田理事入室。 

 

第３号議案 理事における知識経験者の推薦について 

 

事務局長より、令和７年度定時評議員会終結の日（令和７年６月予定）をも

って本会理事の任期が満了することに伴い、役員選出規程第１条第１項によ

り、次期理事における知識経験者として、議案資料「理事における知識経験

者の被推薦者名簿（案）」に基づき、理事候補者古海りえ子氏の経歴について

説明があった。 

古海理事に関する議案のため古海理事退出。 

以上の説明を受け、第３号議案について質疑をおこなったところ、質問が 

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

古海理事入室。 

 

第４号議案 理事における知識経験者の推薦について 

事務局長より、令和７年度定時評議員会終結の日（令和７年６月予定）をも

って本会理事の任期が満了することに伴い、役員選出規程第１条第１項によ

り、次期理事における知識経験者として、議案資料「理事における知識経験

者の被推薦者名簿（案）」に基づき、理事候補者山澤知子氏の経歴について説

明があった。  

以上の説明を受け、第４号議案について質疑をおこなったところ、質問が 

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

第５号議案 理事における知識経験者の推薦について  

事務局長より、令和７年度定時評議員会終結の日（令和７年６月予定）をも

って本会理事の任期が満了することに伴い、役員選出規程第１条第１項によ

り、次期理事における知識経験者として、議案資料「理事における知識経験

者の被推薦者名簿（案）」に基づき、理事候補者島田茂氏の経歴について説明

があった。 
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島田理事に関する議案のため島田理事退出。 

以上の説明を受け、第５号議案について質疑をおこなったところ、質問が 

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

島田理事入室。 

 

第６号議案 理事における知識経験者の推薦について  

事務局長より、令和７年度定時評議員会終結の日（令和７年６月予定）をも

って本会理事の任期が満了することに伴い、役員選出規程第１条第１項によ

り、次期理事における知識経験者として、議案資料「理事における知識経験

者の被推薦者名簿（案）」に基づき、理事候補者足立ちえみ氏の経歴について

説明があった。  

以上の説明を受け、第６号議案について質疑をおこなったところ、質問が 

なかったため、議長が承認を諮ったところ、賛成多数により可決承認された。  

 

第７号議案 理事における知識経験者の推薦について  

事務局長より、令和７年度定時評議員会終結の日（令和７年６月予定）をも

って本会理事の任期が満了することに伴い、役員選出規程第１条第１項によ

り、次期理事における知識経験者として、議案資料「理事における知識経験

者の被推薦者名簿（案）」に基づき、理事候補者久保洋氏の経歴について説明

があった。  

以上の説明を受け、第７号議案について質疑をおこなったところ、質問が 

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。  

 

第８号議案 任期満了に伴う顧問の選任について  

法人運営室長より、令和７年度定時評議員会終結の日（令和７年６月予定）

をもって本会顧問の任期が満了することに伴い、評議員選出等の規程第２条

により、次期顧問として、議案資料「社会福祉法人精華町社会福祉協議会 顧

問名簿（案）」に基づき、精華町長杉浦正省氏について説明があった。  

以上の説明を受け、第８号議案について質疑をおこなったところ、質問が 

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

 

  諸報告 

以下の事項について、事務局から報告をおこなった。 

法人運営室長から、法人運営室として下記の４点について報告した。 

（１）精華町社会福祉推進団体の認定について 

（２）職員の休職について 

（３）職員の退職について 

（４）令和６年度 新規取組みについて 

地域福祉課長から、地域福祉課として下記の８点について報告した。 

 （１）相談業務の実績 

 （２）地域移送サービス体制基盤強化事業（ちょっとそこまで乗せてん

Car） 
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（３）ふくしの総合相談支援事業 

（４）福祉サービス利用援助事業実績 

（５）いのちのリレーまつり２０２５（予定） 

（６）中部地域包括支援センター実績 

（７）苦情 

（８）令和７年度精華町ふれあいまつりについて 

在宅介護課長から、在宅介護課として下記の３点について報告した。 

（１）居宅介護支援係の事業実績 

（２）訪問介護係の事業実績 

（３）令和６年度介護保険事業計画進捗報告（第４四半期） 

通所介護課長から、通所介護課として下記の３点について報告した。 

（１）通所介護課の事業実績 

（２）令和６年度介護保険等事業計画進捗状況（第４四半期） 

（３）社協デイサービスセンター「２０周年ありがとう感謝祭」につい

て 

 

諸報告の後、議長から全般的なところで意見等を聞いたところ、質問はな

かった。 

 

以上をもって案件の全てを終了したので議長が閉会を宣し、午後３時００

分散会した。 

 

上記の決議を証するため議事録署名人において次に記名押印する。 

 

 

令和７年５月１日作成 

社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

令和７年度第１回理事会 

会 長                  印 

監 事                  印 

監 事                  印 


